
第 ６６ 号議案  

 

 

専決処分事項の報告及び承認について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

下記の件を専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求め

る。 

 

 

 

令和 ３ 年 １２ 月 １ 日 

 

 

 

提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

記 

 

国立市の町区域の変更について 

 

 



専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

下記事項を専決処分する。 

 

令和 ３ 年 １１ 月 ５ 日 

 

国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

記 

 

国立市の町区域の変更について 

 

地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、国立市内の町区域を別紙国立

市町区域変更調書のとおり変更し、令和３年１１月２２日から施行する。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

国 立 市 町 区 域 変 更 調 書  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（土地の表示は、令和３年２月１日現在による）  



拡大図



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

谷 保 四 丁 目 

 
 
 

 



次の区域をもって、谷
や

保
ほ

四丁目に編入する。

大 字 字 地 番

谷保 梅林 ５２０６の１０


